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お
知
ら
せ

　

毎
日
の
生
活
の
中
で
「
こ
れ

は
『
人
権
侵
害
』
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
？
」
と
感
じ
た
り
、
偏

見
や
差
別
、
い
じ
め
な
ど
に
思

い
悩
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
ら
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
人

権
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
み
な
さ

ん
か
ら
人
権
相
談
を
受
け
、

問
題
解
決
の
お
手
伝
い
を
し
た

り
、
法
務
局
の
職
員
と
協
力
し

て
、
人
権
侵
害
か
ら
被
害
者
を

救
済
す
る
活
動
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。
相
談
は
無
料
。
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

■�

ど
ん
な
相
談
に
の
っ
て
く
れ

る
の
？

　
�　

セ
ク
ハ
ラ
や
パ
ワ
ハ
ラ
、

家
庭
内
暴
力
、い
じ
め
、ネ
ッ

ト
で
の
誹
謗
中
傷
な
ど

■�
相
談
日　

毎
月
１
回

　

�

（
市
報
と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
）

■
時
間　

１０
時
か
ら
１５
時
ま
で

■
場
所　

多
久
市
中
央
公
民
館

■
人
権
擁
護
委
員

　

碇い
か
り　
　

栄え
い

子こ

（
東
多
久
町
）

　

江え

口ぐ
ち　

千ち

春は
る

（
南
多
久
町
）

　

徳と
く

富ど
み　
　

豊ゆ
た
か

（
多
久
町
）

　

諸も
ろ

江え　

啓け
い

二じ

（
西
多
久
町
）

　

小お

野の　
　

茂し
げ
る

（
北
多
久
町
）

　

中な
か

山や
ま　
　

章あ
き
ら

（
北
多
久
町
）

�　

�　

相
談
日
以
外
で
も
人
権
・

同
和
対
策
課
で
は
、
人
権
に

関
す
る
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
（
平
日
8
時
30
分
か

ら
17
時
15
分
ま
で
）。

人
権
相
談
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

問 
人
権
・
同
和
対
策
課　
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広 告

　重度の心身障害を持つ人に、タクシー利用助成のための
福祉タクシー利用券（ １枚500円･ １ 年分で２５枚)を交付しま
す。申請月が遅くなると、交付できる枚数が減りますので、
希望する人はお早めに申請してください。
　　
■対象者　自動車税などの減免を受けていない人で、
　　　　　①～③のいずれかに該当する人
　①身体障害者手帳の １、 ２級の所持者
　②療育手帳Ａの所持者
　③精神障害者保健福祉手帳 １級の所持者

■申請に必要なもの　障害者手帳

４ 月から福祉タクシー利用券の申請を受け付けます
申  ・問  高齢・障害者支援課 障害者支援係　☎0952−75−4823


